
 

 

令和８年度 
 

宮 崎 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 

求 償 事 務 嘱 託 員 試 験 案 内 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔試験に関する問い合わせ先〕 

宮崎県国民健康保険団体連合会 総務企画課 

〒８８０－８５８１  

宮崎市下原町２３１番地１ 

ＴＥＬ ０９８５－２５－５０５９ 

                       ＦＡＸ ０９８５－８３－３３５９ 

E-MAIL soumu@kokuhoren-miyazaki.or.jp 

 

     

 試 験 日  令和８年 11月 21日（土）  

     

     

 申 込 受 付 期 間  令和８年６月 １日（月）から  

   令和８年９月 30日（水）まで  

     

 ※申し込みは、郵送又はご持参ください。  

   

mailto:soumu@kokuhoren-miyazaki.or.jp
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１．職種 

求償事務嘱託員 

 

２．採用予定人員 

１名（令和９年４月１日付採用） 

 

３．職務の内容 

宮崎県国民健康保険団体連合会の事務局に勤務し、第三者行為求償事務に従事し

ます。 

 

４．受験資格 

（１）要件 

○ 昭和 34年４月２日以降に生まれた者 

〇 損害保険会社の勤務実績及び損害調査部門（人傷、対人対応など）を担当し 

た経験がある方 

〇 普通自動車運転免許取得又は令和８年３月までに取得予定の者 

※上記すべてを満たす方 

※学歴は不問です。 

 

（２）欠格事由 

次のうちいずれか一つに該当する者は受験できません。 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けるこ 

とがなくなるまでの者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府 

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入 

した者 

 

５．試験日及び方法等 

（１）試 験 日：令和８年 11月 21日(土) 

※時間については、後日送付する受験票でご確認ください。 

（２）試験場所：宮崎県国民健康保険団体連合会（宮崎市下原町 231番地１） 

（３）試験方法：書類審査及び個別面接 

（４）結  果：令和８年 12月中旬（予定）※郵送、本会ホームページに掲載 

（５）そ の 他：自然災害等の理由により、試験実施に変更点が発生した場合は、試 

験実施に関する連絡事項を本会ホームページに掲載するとともに、 

申込者に直接ご連絡いたします。 
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６．申込み手続き 

（１）申込受付期間 

令和８年６月１日（月）～令和８年９月 30日（水）必着 

※受付時間は、月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時１５分までです。 

 

（２）申込方法 

提出書類「履歴書」に必要事項を記入のうえ、宮崎県国保連合会にお持ちいただ 

くか、郵送の場合は、封筒の表に「求償事務試験申込」と朱書きしてください。 

なお、履歴書は、データを本会ホームページに掲載しますので、利用してくださ 

い。 

 

（３）申込書等の提出先 

〒８８０－８５８１ 宮崎市下原町２３１番地１ 

宮崎県国保連合会 総務企画課（本館１階） 

※本会の所在地（地図）については、本会ホームページよりご確認ください。 

 

（４）受験票の交付 

申し込み要件等の確認後、申込書を受理したときは、受験票を郵送します。 

令和８年 11月 16日（月）までに受験票が到着しないときは、宮崎県国保連合会 

総務企画課まで連絡してください。 

 

７．給与・勤務条件等（令和８年４月１日現在） 

（１）給与 

宮崎県国民健康保険団体連合会嘱託員規程に基づいて給料が支給されるほか、通

勤手当、期末手当等がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。 

給与月額：週 38時間 45分勤務 206,300円、週 30時間勤務 159,800円 

期末手当：年 2.575月分 

（例）通勤手当：５～10キロ：月額 5,000円 ※通勤距離により増減 

 

（２）勤務条件・休暇等 

勤務時間は、１日７時間４５分の週５日勤務。60歳以上の方は、午後９時から午

後４時までの週 30時間勤務も選択可。 

休暇等は、土曜日･日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）

に規定する休日並びに１月２日・３日及び１２月２９日から３１日までの日。年次

有給休暇が、初年度 12日（雇用 1年ごとに 1日付与）。そのほか忌引休暇、夏季休

暇等。 

加入保険は、社会保険の加入「厚生年金・健康保険」、雇用保険の適用「有り」 
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  雇用期間は、1年更新で年齢 70年に達した日以降における最初の３月 31日まで 

雇用継続可 

 

（３）その他 

  マイカー通勤可能です。 

  採用後に３か月間の試用期間があります。 


